
	 

兵庫県がん診療連携協議会幹事会運営要領の改正について 
	 

	 

	 

	 

別表２ 

 
 

附	 則 
	 この要領は、平成２６年２月６日から施行する。 
附	 則 
	 この要領は、平成２６年４月１７日から施行する。 

 
 

がん診療連携拠点病院に準じる病院	 

○阪神北	 ・三田市民病院	 

	 	 	 	 	 ・宝塚市立病院	 

	 	 	 	 	 ・市立川西病院	 

	 	 	 	 	 ・兵庫中央病院	 

	 	 ○阪神南	 ・明和病院	 

	 	 

○神	 	 戸	 ・神戸百年記念病院	 

・社会保険神戸中央病院 
・川崎病院 
・神戸市立医療センター 
西市民病院 

・神戸海星病院	 

・神戸労災病院	 

・済生会兵庫県病院	 

・新須磨病院	 

	 	 

○東播磨	 ・甲南加古川病院	 

	 	 	 	 	 ・明石医療センター	 

	 	 	 	 	 ・明石市民病院	 

	 	 	 	 	 ・高砂市民病院	 

	 

○中播磨	 ・姫路中央病院	 

・姫路聖マリア病院	 

	 	 ○西播磨	 ・	 

	 	 ○淡	 	 路	 ・	 

	 	 ○但	 	 馬	 ・公立八鹿病院	 

	 ○北播磨	 ・北播磨総合医療センター	 

	 ○丹	 波	 ・	 

 


